
西原生まれ西原育ちの

スタッフでがんばっています!!
西原生まれ西原育ちの

スタッフでがんばっています!!

ちゅらら工房見て下さい

無料見積!! 無料相談!!
西原町リフォーム補助金制度交付金最高20万円

【お問い合わせ】　西原町農業委員会事務局　☎ 945-5281

『家族信託BooK』

中頭郡西原町字桃原85番地
☎（09 8）9 4 5 - 9 2 6 8

司法書士宮城事務所

任期満了に伴い、農業委員会等に関する法律に基づき、西原町議会の同意を得て12名の農業委員が任命されました。
新しい農業委員は以下のとおりです。任期は、平成29年10月1日から平成32年9月30日までの3年間となります。

新しい“農業委員”です。新しい“農業委員”です。新しい“農業委員”です。新しい“農業委員”です。

　農業委員は、主に「農地法に基づく許可等」、「農地等の利用の最適化の推進」、「地域の世話役活動と農
業者の利益代表」の3つの役割を担って活動します。

農業委員会等に関する法律に基づき、5名の農地利用最適化推進委員を委嘱しました。
委嘱された農地利用最適化推進委員は以下のとおりです。任期は、平成29年10月5日から平成32年9月30日までとなります。

新設された“農地利用最適化推進委員”です。新設された“農地利用最適化推進委員”です。新設された“農地利用最適化推進委員”です。新設された“農地利用最適化推進委員”です。

　推進委員は「農地等の利用の最適化の推進」のため、主に、①担い手への農地利用の集積・集約化、②遊
休農地の発生防止・解消、③新規参入の促進の3つの役割を担って活動します。

玉那覇　善博
（会　長）
小那覇 85
☎090-5296-8702

たま   な    は　        よし  ひろ

城　間　　明
（会長 職務代理者）
棚原 55
☎946-3339

しろ           ま　              あきら

石  原  昌  春
上原 126-5
☎944-4260

いし       はら　    まさ       はる

與  儀  勝  己
津花波 219
☎945-2182

よ          ぎ　     かつ        み

石　原　　馨
翁長 249（206）
☎080-6493-0628

いし          はら　            かおる

石  原  米  子
兼久 159-2
☎090-1947-0798

いし       はら　    よね        こ

與那嶺　盛夫
翁長 516-1
☎946-5650

よ     な   みね　      もり   お

與那嶺　善信
幸地 76
☎945-9126

よ     な   みね　      よし  のぶ

宮平　美代子
我謝 272-2
☎945-9649

みや  ひら　        み     よ    こ

新城　ヤス子
上原 2-12-27（2F）
☎944-4627

しんじょう　                      こ

比屋根　和則
池田 8
☎945-9351

ひ     や     ね　        かず  のり

小橋川　弘成
我謝 241-66（203）
☎080-3953-9091

こ   ばし  がわ　      ひろ  なり

呉　屋　　正
呉屋 48
☎946-5271

ご            や　              ただし

外  間  正  弘
幸地 54-3
☎945-7563

ほか        ま　     まさ       ひろ

新　垣　　出
我謝 100
☎080-3974-5523

あら          かき　            いずる

新  川  勝  夫
小那覇 403
☎090-1941-1362

あら       かわ　    かつ        お

仲  宗  根  武
翁長 20
☎090-8294-7018

なか        そ          ね　    たけし

【お問い合わせ】　農業委員会事務局　☎ 945-5281
　　　　　　　　JAおきなわ西原支店　☎ 945-5225

農業者年金に加入しませんか農業者年金に加入しませんか農業者年金に加入しませんか農業者年金に加入しませんか
①農業に従事する方はだれでも加入できます。
　　国民年金の第1号被保険者で年間60日以上
農業に従事している方はだれでも加入できま
す。農地を持っていない農業者や家族の方も加
入できます。脱退も自由です。脱退しても一時
金は支払われませんが、それまでに支払った保
険料は将来年金として受け取れます。  
 
②保険料は選択できます。
　　毎月の保険料は2万円を基本として、最高6
万7千円まで千円単位で選択できます。経済状
況や老後の設計に応じて保険料を設定でき、い
つでも見直すことができます。
 
③税制面でメリットがあります。
　　保険料は全額（年額最高80万4千円）社会保
険料控除（所得控除）の対象となります。
　年金は公的年金等控除の対象となります。

④80歳までの保障が付いた終身年金です。
　　年金は終身受給できますが、仮に加入者や受
給者が80歳前になる前にお亡くなりになられ
た場合は、死亡した月の翌月から80歳までに
受け取ると仮定した金額を死亡一時金として
遺族の方が受け取れます。
 
⑤意欲ある担い手に保険料控除があります。
　　60歳までに農業者年金に20年以上加入する
ことが見込まれ、一定の条件を満たす方は、基
本となる保険料2万円のうち、国から助成（政
策支援）を受けることができます。

　詳細は農業者年金基金のホームページでも
ご覧になれます。

農家のみなさまへ

全国農業新聞は、全国農業会議所が発行す
る農業総合専門誌（週1回金曜日発行、月
700円）です。
　西原町役場の正面玄関ロビーで読むことが
できます。

【お問い合わせ】
農業委員会事務局　☎ 945-5281

【お問い合わせ】
建設部  産業観光課  農林水産係　☎ 945-4540

対象者：生産した農産物の出荷または販売を行っている方
　（1）病害虫防除対策事業（農薬購入補助事業）
　（2）農業用施設設置補助事業
　（3）農業用廃プラスチック処理事業
　（4）さとうきび振興対策事業（古株更新）
　（5）優良種畜導入事業
　（6）優良子牛生産奨励事業
詳細は下記にお問い合わせください。

〜農業者への補助金制度があります〜〜農業者への補助金制度があります〜

農業者年金基金
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